
広 告 お陰様で　　49年９ケ月　　大小ご宴会　松 竹　☎０４２－９８９－０５９７広 告 　　　　　　　　　　　＊空手教室＊ 携帯090-1768-4707　TEL・FAX042-989-8905 安富
http://hidaka-karate.main.jp/ryukyu/index.html

琉球拳法唐手術「空」
生徒募集中

特定健康診査と肺がん・結核検診、
大腸がん検診が一緒に受けられますお知らせ

令和４年度学童保育室入室の受け付けお知らせ
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nstagraｍを使って飲食店を支援しますお知らせ

成年後見制度についてご存知ですか？
～９月は九都県市合同の成年後見制度普及促進月間です～お知らせ

45

　特定健康診査（特定健診）は、死亡原因の約６割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期
発見のために、メタボリックシンドロームに着目した健康診断です。新型コロナウイルス感染症への感染の
懸念から受診控えが続いています。生活習慣病の早期発見には、定期的な特定健診の受診が重要です。年に
一度、受診しましょう。特定健診と肺がん・結核検診および大腸がん検診も一緒に受けられますので、ぜひ
ご利用ください。受診した人には会場でマスクをプレゼントします。
　詳しくは、５月に郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。

日 時・場所　
　①11月 ６日（土）午前・保健相談センター
　②11月16日（火）午前・高萩公民館
※申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。
対 象　市国民健康保険に加入している40歳から74

歳までの人
※肺がん・結核検診および大腸がん検診は、年度内
に１人１回受診できます。本年度で40歳になる人
は、誕生日以降からがん検診が受けられます。
人数　①80人　②60人
申 し込み　９月７日（火）午前８時30分以降に、電

話で下記へ
問 い合わせ　
　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

後期高齢者医療制度に加入している人へ
　後期高齢者医療制度に加入している人も、
健康診査と肺がん・結核健診および大腸がん
検診を同時に受診できます。
　実施の日時、場所、申し込み等は、特定健
康診査と同様です。
問い合わせ　
　 保険年金課国民年金・医療費担当
　（１階④番窓口）

入室できる条件
　 父母またはこれに代わる保護者が、就労等により放課後に児童の

保育ができない家庭
対象児童
　市内に住所を有し、小学校に在学する児童
申請書の配布
　子育て応援課保育担当（１階⑦番窓口）で配布
※継続児は、各学童保育室にて配布します。
受付日時　10月１日（金）～29日（金）※土・日曜日および祝日を除く
　午前８時30分～午後５時15分（毎週火曜日は午後７時まで）、
　10月10日（日）　午前８時30分～正午
受付場所　子育て応援課保育担当（１階⑦番窓口）
※新型コロナウイルス感染症対策として、受付場所は市役所に限定します。
注意事項
○ 新規に入室を希望する人は、各学童保育室の支援員と簡単な面談を行います。申請後、各学童保育室と日

程を調整の上、児童と一緒に面談を受けてください。
○ 高根小学校通学児は、居住している地区により、高根学童保育室または高根ラッキー学童保育室に分かれ

ます。
○ 高麗川小学校通学児は、居住している地区により、高麗川学童保育室、高麗川かえで学童保育室、高麗川

さくら学童保育室、高麗川すみれ学童保育室に分かれます。
○ 高萩北小学校通学児は、居住している地区により、高萩北学童保育室と高萩北かがやき学童保育室に分か

れます。
○ 高萩北小学校通学児は、日高どろんこ学童保育室を選択できますが、定員を超える場合は選考により入室

児童を決定します。選考の結果で、高萩北学童保育室または高萩北かがやき学童保育室をご利用いただく
場合があります。

〇 申し込み人数により、現在の支援単位数を変更する場合があります。その際、申請していただいた学童保
育室とは別の学童保育室（同学区内）を案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〇詳しくは、申請書に添付している案内で確認してください。
問い合わせ　子育て応援課保育担当（１階⑦番窓口）

　市では、新型コロナウイルス感染症対策を実施し、営業している市内飲食店を
Instagraｍを使って支援します。飲食店で撮影した写真またはテイクアウトした商品等
の写真に「＃ひだかコロナ対策」のハッシュタグを付けてInstagramに投稿してくださ
い。皆さんの投稿をリポストします。
※リポストとは、Instagramで他のユーザーの投稿を自分の投稿として、再投稿するこ
とです。
期間　令和４年３月末まで
対 象　彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+（プラス）の認証を受けた市内事業者およびその飲食店（テ

イクアウト商品を含む）を利用した人の投稿写真
リポスト条件（全て満たすこと）
〇日高市公式Instagramアカウントをフォローしていること
〇「＃ひだかコロナ対策」のハッシュタグが付いていること
問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

　成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障
がいなどによって判断能力が十分ではない人に、本
人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、
本人を法律的に支援する制度です。
任意後見制度
　本人に判断能力があるうちに、判断能力が低下し
た場合には、あらかじめ本人が選んだ任意後見人に、
代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制
度です。手続きや費用は、公証役場にお問い合わせ
ください。
法定後見制度
　本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判
所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人

の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の３
つの制度が用意されています。
　制度の利用や申し立てについての相談を、長寿い
きがい課、障がい福祉課、地域包括支援センター、
日高市社会福祉協議会でお受けしています（相談内
容により、専門機関を紹介する場合があります）。
問い合わせ　長寿いきがい課高齢者支援担当
　（１階⑤番窓口）

下記サイトをご利用ください。
◀ 厚生労働省成年後見制度利用

促進ポータルサイト
　裁判所後見ポータルサイト▶
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